
議
第
四
十
一
号

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
者
」
を
「
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
者
が
」
を
「
個

人
が
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
者
に
対
し
」
を
「
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
統
計
」
を
「
県
統
計
調
査
そ
の
他
の
統
計
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
」
を
加
え
、
「
、
こ
れ
ら
」

を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
統
計
調
査
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三

項
を
加
え
る
。

３

知
事
等
は
、
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
調
査

票
情
報
を
提
供
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
調
査
票
情
報
に
係
る
県
統
計
調
査
の
名
称

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
定
め
る
事
項

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
当
該
調
査
票
情
報
を
利
用
し
て
統
計
の
作
成

等
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
作
成
し
た
統
計
又
は
行
っ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
当
該
調
査
票
情
報
を

提
供
し
た
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
統
計
又
は
統
計
的
研
究
の
成
果
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
統
計
若
し
く
は
統
計
的
研
究
の
成
果
又
は
そ
の
概
要
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
定
め
る
事
項

第
十
五
条
中
「
、
自
己
」
を
「
自
己
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
号
中
「
者
の
」
を
「
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
者
」
を
「
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
行
為
を
し
た
者
）
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
改
正
後
の
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
求
め
に
応
じ
、
改
正
後
の
第
九
条
に
規
定
す
る
調
査
票
情
報
を
提
供
し
た
場
合

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

提

案

説

明

統
計
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
県
が
行
う
統
計
調
査
に
お
い
て
集
め
た
情
報
を
大
学
等
に
提
供
し
た
場
合
の
公

表
制
度
を
創
設
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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